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〈論 説〉

植民地期朝鮮農村における衛生 ・医療事業の展開

「植民地的近代性」に関する試論

松 本 武 祝

は じ め に

植民地期におけ る朝鮮社会の性格規定をめ ぐって は,そ の封建性 を主張 す る
(1)

立場 と近代性 を主張す る立場 とが,今 日なお併存 してい る。前者 は,植 民地権

力の暴 力的な収奪性 を強調す る立論 と結 びつ く傾向が強 い。それに対 して後者

の場合 には,近 代的な物的 イ ンフラス トラクチ ャーや諸制度の導入お よびそれ

にと もな う社 会的分 業の深化や生産力の伸長 とい った論点が主た る分析対象 と

な っている。筆者 自身 は,理 論 的には,基 本的 に後者 の 、凱場に立 って いる。

ただ し,「日本 による植民地統治が朝鮮 の近代化を促進 した」とい った主張を

通 じて植民地 支配 を正 当化 しよ うとす る独善 的 な議 論 に対 して,後 者 の立論

は,そ の根拠 を与 えかね ない危 うさを は らんで いる。後 者の立場 に立っ研究者

は,こ の点 に関 して,充 分 に自覚的でな ければな らない。

植民地 支配正 当化論 に与す ることな しに植民地社会 の近代性 を説 く,と い う

戦略的 な 立場 にｺ」__とうとす るとき,キ ム幕ジンキュ ン ・チ ョンeグ ンシク両氏
(2)

による論点整理 は,傾 聴 に値 す る。 両氏 は,植 民地期 および解放後 に関す る歴

史研究 を大 き く3っ の論調 に区分す る。す なわ ち,第 一 には,植 民地近代化論

に代表 される,植 民地期,解 放後を と もに肯定 的に論ず る論調,第 二 には,植

民地収奪論 に代表 され る,植 民地期 を否定的 に,解 放後 を肯定的に論ず る論調,

そ して第三 には,植 民地期,解 放後 いずれを も否定的 に論 ず る論調 であ る。そ

して,第 一 と第二 の論調 は,… 見対立 して いる ものの,「近代化」を肯定的 に捉

えているとい う点 では実 は共通 してい る,と 指摘す る。 両氏 は,第 三 の論調を
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支 持 しっ っ,近 代 性 の もつ む しろ否 定 的 な性 質 に注 目す る こと,そ して,解 放

後 の近代 化 過 程 で現 れ て い る否 定 的現 象 の歴 史 的起 源 を植 民地 期 に探 る こと,

の重 要性 を強調 す るので あ る(16～18頁)。

近 代性 の否 定 的性 質 とい うと き,両 氏 は,か つ て フー コーが近 代 に固有 の身

体 管 理技 術 と して主 題 的 に論 じた 「規 律 」 の問題 を主要 な論点 と して取 り上 げ

る。 す な わ ち,家 族 制 度,学 校,工 場 病 院 な ど植 民地 期 に導 入 され た近 代 的

諸 制 度 が,朝 鮮 人 の 日常 生活 にお いて 「規律 権 力」 の作用 す る場 と して機 能 す

る こ とに よ って,朝 鮮 人 の 身 体 を強 く拘 束 して ゆ く過 程 に注 目す るの で あ る

(23～26頁)。 そ して,か か る問 題 意識 に も とつ い て,両 氏 の編 集 によ る著 書 の な

か で は,学 校,工 場,医 療(病 院),家 庭 軍 隊 とい った具 体 的 な場 に関す る共

同研 究 が行 われ て い る。

この小 論 の課 題 との関 わ りで は,そ れ らの論 文 の中 で,と くにチ ョeヒ ョン

(3)

グ ン氏 の 医療 に関 す る分 析 が興 味深 い。 チ ョ論 文 は,植 民 地 期 の医 療制 度 が,

認 識 論 的地 平,日 常 の生 活様 式 お よ び国家 的 制度 とい う3つ の レベ ル にお いて

「新 しい人 間」 を作 り出 して い った過 程 を析 出 し,そ の 「新 しい人 間」 はっ ね に

国家 の医療 体 系 の ミク ロな網 の 目の中 で観察 と統 制 の対象 とな った と論 じて い

る。 氏 の視 角 は体系 的 で あ り,植 民 地 期 朝鮮 の 医療 制 度 を分 析 す る上 で有 用 で

あ る。

そ して氏 は,そ う した一連 の過程 を 「医療 化 」 と規 定 し,朝 鮮 にお いて は植

民 地 で あ ったが ため に 「医療 化 」 が一 層 強 力 に進 展 して い った点 を最後 に強調

して い る(216～217頁)。 冒頭 で述 べ た筆 者 の問題 意 識 に照 ら して,き わ めて示

唆的 な結 論 とな って い る。

と ころで,チ ョ論 文 で は,「 近 代 的 規律 化 の メ カニ ズムを作動 」 させ る場 と し

て病 院,学 校 お よ び家 庭 とい う3っ の装 置 が取 り上 げ,そ れぞ れ の装 置 内で の

ミク ロな権 力 の作用 過 程 を具体 的 に分 析 して い る。 しか し,そ の場 合,こ れ ら

3つ の装 置 に よ る 「規 律 化 」 の効果 には そ の強度 と広 が りにお い て格差 が存 在

した ことが配 慮 され な けれ ば な らなか った と考 え る。 す な わ ち,強 度 とい う点

で は,病 院 〉学校 〉家 庭 とい う順位 が,広 が りとい う点 で はそ の逆 の順 位 が想
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定で きるのである。

前二者 の場合,患 者 および児童生徒 それ自体 の 「規律化」 の場 としては強力

な効果 を もた らした ことはチ ョ論文の指摘す るとお りであ ろう。 ただ し,申 東
(4)

源氏が強調す るよ うに,植 民地期 の保健医療事業 は在朝 日本人 および一部階層

の朝鮮 人 のための保 健医療体 系 に留 ま っていた点 が大 きな特徴 で あ った こと

(88頁)を 考慮 に入れ るべ きで ある。と りわけこの小論が対象 とす る農村部 にお

いては,以 下 で改めて分析す るよ うに,病 院な ど近代的医療機関の利用度 はき

わめて低水準 であ った。

また,教 育 を契機 とす る 「規律化」 に関 して も,第 一 に,初 等学校教育が本
(5)

格化 す るの は1930年 代以降 の ことで あ り,し か も農村部 ではそれが一層遅 れ

た と考え られる ことを勘 案す る必要 があ る。 そ して第二に,児 童生徒 の学校 内

での新 しい生活様式 が直接 的に家庭 にまで伝達 され るわ けではな く,家 庭 での

生活様式 の変化 は,社 会教 育な ど成人 を対象 と した教育 の効果 と相 ま って は じ

めて もた らされ たと考え るべ きで あろう。

チ ョ論文 は,「規律化」の契機 と してfこ れ らの装置 の他 に,衛 生警察,地 方

行政機関あ るいは衛生組 合 とい った監視 と統制 のための諸制度 に も注 目してい

る。 上記 の諸装 置 と これ らの諸 制度 が相互 に どの よ うに関 わ り合 いなが ら,

個 々の朝鮮 人に ヂ規律化」 を促 したのかを分析 する ことが,課 題 と して残 され

てい ると考 える。

中論文 が強調 したよ うに,近 代的医療機関の普及度 の限定性 に植民地 として

の特性を見 出す ことがで きるとすれば,人 口構成上で は大 半を占あなが ら近代

的医療機関 か らはよ りm層 疎外 されていた農村部 は最 も端的 な分析対象 とな り

うる。以下 では,ま ず農村部 における近代的医療機関の希薄性 について確認す

る。次 いで,監 視 ・統制のための諸制度が農村部 にお いて どのよ うなかたちで

導入 されてい ったのかを明 らかにす る。最後 に,そ れ らの制度 が実 際にいかな

る効果を もた らしたのか,そ の効果 は近代的医療機関の希薄性 とい う特性 と相

まって農村住民 の 「規律化」過程 にいかな る特徴を もた らしたのか を考察 す る。

それ を もって,植 民地 に固有な近代性 に関す るひ とっの試論 としたい。
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第1章 農村部における医療機関の分布状況

1)病 院

植民地期朝鮮 における病院 は,設 立運営主体別 に,総 督府 が設立運営す る官
(6)

立,道 地方費 によ って運営 され る道 立,府 面立 および私立 の4種 類 に分類 され

た。道立病院および府面立病院をあわせて公 立病院 と総称 す る場合 もあ った。

なお,私 立病院 は,1919年 制定 の 「私 立病院取締規則」および 「私立病院構造

設備標準」 に基 づいて総督府か ら運営上 の規制 を受 けて いた。

表 一1に 示 した ように,官 公立病院 は1920年 代以降急速 にその数 を増 や し

表一1医 療機関数の推移

1915年 1920年 1630年 1940年

医師 朝鮮人 zo9(ss) 402(94) 921{229) 1,918(551)

日本人 627(156) 604(155) 796(261) 1,269(485)

外国人 36(8) 29(11) 32(12) 10(2)

合計 872(230) 1,035(260) 1,749{502) 3,197(1,038)

京畿構成比 26.4% 25.1° 2$.7% 32.5%

現地開業医朝鮮人 } 5{1) 11fi(23) 365(15)

日本人 74(5) 70{3) 89(5) 65(5)

外国人 7(0) 1{0) 13(3) 6(0)

合計 81(5} 76(4) 218,(31) 436{20}

京畿構成比 6.2% 5.3% 14.2% 4.6%

医生 朝鮮人 5,804(736} 5,37fi(fi15} 4,594(484) 3,604{324)

京畿構成比 12.7% 11.4%

ト

10.5% 9.0%

官公立病院 27(3)27(4) 44(8) 56(11)

京畿構成比 11.1%14.8° 18.2% 19.s

私立病院 朝鮮人 62(53)18(4) 8(4) 2Q(5)

日本人 171(102)71(25) 47{29) 63(30)

外国人 31(5)23(3)
1

24(3) 22(3)

合計 264{160)112(32)79(36) 105(38)

京畿構成比 60.6%28.6%45.6%
1

33.3%

〈資料〉朝鮮総督府 『朝鮮総督府統計年報』各年版より作成。

〈注1>()内 は京畿道での数値を示す。

<注2>「 京畿構成比」とは,朝 鮮全体の数値に占める京畿道の数値の構成比を表す(%)。
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C7)
て い る。 そ して その 間,京 畿道 に立 地 す る官 公 立病 院 数 の比 率 が若 干 ずっ 増大

して い って い る。 た だ し,私 立 病 院 の場 合 と比較 す れ ば,そ の比 率 はか な り小

さ く,地 方 で の立 地 が相 対 的 に進 展 して い た と い う ことが で き る。

な お,1928年 時 点 で の 「官庁 奉 職 」医 師数400名 の うち,そ の半数 に近 い191
　

名 が京 畿道 在 住 で あ った。 官 公立 病 院 数 で の比 率 を大 幅 に上 回 って い る こ とか

ら,京 畿 道 の官 公 立病 院 の規 模 が,他 道 に立 地 す るそ れ に比 べ て 際 だ って大 き

か った こ とを示 唆 して い る。

私 立病 院 の場 合,病 院数 の増 減 の激 しさが ひ とっ の特 徴 とな って い る。 少 し

細 か くい う と,1919年 まで急 増 して い った病 院 数(ピ ーク時には私立病院数368)

(g}

が,以 後,1922年 の68に まで急 減 した。 そ の後 の数年 間 は70程 度 で推 移 しy

20年 代 末 に至 ってふ た た び増 加 に転 じた。

私 立病 院 の民 族 別 の構 成 に注 目す る と,日 本 人経 営 に よ る病 院 がつ ね に過 半

を 占め て い た。日本 人 病 院 は,京 畿 道 へ の集 中度 が 高 い点 で も特 徴 的 で あ る(以

上,表 一1)。 これ らの病 院 は,京 城 在 住 の 日本 人 を対象 に病 院経 営 をお こな っ

て い た と推 察 され る。 朝鮮 人 経 営 の私 立 病 院 は,日 本 人 や外 国人 のそ れ(後 者

は,基 本的に ミッシ ョン系の ものであ った)に 比 べ て,1920年 代 の病 院 数 の落 ち込

み 幅 が大 きか った。 病 院 の経 営 規模 が零 細 で あ った た めに,上 記 の法 令 の影 響

が もっ と も深刻 で あ った こ とに よ る と考 え られ る。

2)医 師

1913年 に総 督 府 は,「 医 師規 則 」を制 定 して 医師 の資格 とその義 務 を定 め た。

以 後,同 規 則 第1条 に よ り,京 城 医学 専 門学校 そ の他 朝鮮 総 督 の指 定 した医学

校 の卒 業 者 あ る い は朝鮮 総 督 の定 めた 医師 試験 の合格 者 な ど以 外 は,医 師免 許

を得 る こ とが で きな くな った。

表 一1に 示 した よ うに,医 師 の総 数 は,1915年 か ら40年 の 間 に3倍 以 上 に急

増 して い る。 た だ し,府 部 と郡 部 の間 に は,医 師 の分 布状 況 に大 きな隔 た りが

あ った。す なわ ち,1926年 現 在,医 師 ひ と り当 た りの平 均 人 口 は,府 部 の1 ,870

名 に対 して郡 部 はそ の約13倍 に当 た る24,4・8名 で あ 製.し か も,京 畿道1こ
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開 業 す る医 師 の比 率 は,年 を追 うご とに徐 々に上 昇 して お り(表 一1を 参照),植

民 地 期 を通 じて府 部 へ の集 中 が進行 してい た こ とが窺 え る。
(11)

総督府 は,「僻諏の地で は…医師 は未だ充分普及 して居ない」という認識 にも

とづ き,「医師規則」第1条 の規定 に該 当 しない者で も,当 分 の間 は履歴 と技両

を審査 して地域 と期間 を限定 して医業 の免許 を与 え る ことによ って(「医師規

則」付則),「僻 阪の地」での医師の確保 を図 った。それ らは 「現地開業医」 と呼

ばれ た。表 一1に 示 したように,現 地開業医数 は,医 師数 を上 回 る速度で増加

している。また,京 畿道へ の集 中度 は医師のそれに比 べて格段 に低 い ことか ら,

郡部 を中心 に,と い う地域的な配置 に関す る総督府 の政策意図が実現 していた

ことが窺 える。
(12)

同様 に総督府 は,「朝鮮 の僻陳地村落で は医師の分布が希薄」とい う問題意識

か ら,「医師規則」 とともに,同 じく1913年 に 「公医規則」を制定 して いる。

公医は,公 衆衛生 を主 とす る公務 に服す ることを前提 に開業 を認 め られ た医師

で(公 務に対 しては手当が支給される),「僻阪 ノ地 ニシテ比較的人 ロガ多 ク然モ医

療 機 関絶 無 ノ地 二禮 」 され た.公 医 の数 もまた,1915年 に187名,28年 に

332名,そ して38年 に は500名 と,急 増 して い る。28年 現 在 の公 医332名 中,

京 畿 道開 業 者 は20名(6.0%)に 留 ま って お り,現 地 開業 医 同様 に,総 督 府 の政
(14)

策意図の反映 を読み とる ことがで きる。なお,表 一1の 医師数 には公医数 も含

まれている。公医を除外 した場合 には,京 畿道在住 の医師の比率が本表 の数値

を上 回る ことが容易 に想像 され る。

3)医 生

以 上言 及 した3種 類 の 医師 は,い ず れ も基 本 的 に は近 代 的 医学 に基 づ いて医

療 行 為 を お こな って い た。 これ らの 医師 の他 に も,植 民 地 期 朝鮮 に は朝鮮 の伝

統 的 な医 学 を修 得 して 医療 行 為 を お こな う人 々=漢 医 が 存 在 した。 総 督 府 は

「医 師規 則 」制 定 と同 時 に 「医生 規 則 」を制 定 し,こ れ ら漢 医 に 「医生 」 とい う

呼称 を付 して,規 制 の対 象 と した(以 下,便 宜上 カッコを略す)。

医生 ひ と り当 た り人 口(1926年)は,府 部 で は1,639名 と,医 師 の そ れ(前 掲)
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と ほぼ同水 準 で あ るの に対 して,郡 部 で は4 ,020名 と医師 の それ の約6分 の1
(15)

とな って い る。 府 部 ・郡 部 間 の格 差 も,医 師 の そ れ(1:13)に 比 べ て,1:2.5

と格 段 に小 さ い。 医生 は,郡 部 で の医 療機 関 と して 重要 な位 置 を 占 め て いた こ

とが確 認 で き る。

な お,1937年 の江原 道 で の調 査 に よ る と,道 内 邑面176の うち,医 師(現 地開

業医を含む)の 開業 して い る邑面 は67(38」%)で あ るの に対 して
,医 生 の開 業

して い る踊 は154(87.5%)1こ 及 ん で し12.医 生 膿 村 部 にお い て 砿 く分 布

していたことを示 している。

ところで 「医生規則」 は,同 規則発布 前に2年 以 上医業 に従事 していた満20

歳以上 の朝鮮人 に対 して 「医生」 の免許を交付す る,と 規定 して いる。 本令 に

よって医生 の世代 間での再生産 は,事 実上不可能 とな った ことになる。

ただ し,「朝鮮 で は医師の数 が非常 に少 く,之 が為僻諏の村落で は医治 を受 け
(17}

ることの出来ない者が少 くない」とい う判断か ら,総 督府 は1919年 に本令を改

訂 し・当分 の間3年 以上医生 に就 いて医術 を修得 した朝鮮人のなかで適 当な者

に は5年 以内 の期限 を付 して医生免許 を与 える ことで,医 生 の世代 間再生産 の

道 を若1だ け確保す ることと した(「医生規則」付則)。 なおi医 生免許 出願 に際

しては 「僻陳 ノ地」を選定 してお きなが ら,免 許交付後 に 「人 口稠密 ナル都市」

に集 中 す る とい う傾 向が生 じた 遡 ,儲 府 は本 令 を....改 訂 し,上 記 付 則1こ

「地 域 ヲ定 メ」 とい う語 句 を挿 入 して,「 僻 諏 ノ地 」 にお け る医生 の確 保 を試 み

て い る。

しか し,現 実 に は,表 一1に 示 した よ うに,医 生 の数 は一 貫 して 減少 して い

る。1940年 の医生 数 は15年 のそ れ の約3分 の2の 水 準 に留 ま って い るので あ

る。「医 生 規則 」発 令 によ る医生 の 世代 間再 生 産 の狭R化 に と もな う高 齢 化 の進

行 こそが,医 生 減少 の基 本 的 な要 因 で あ った と考 え られ る。

第2章 農村部における医療機関の利用状況

前章での分析か ら,植 民地期朝鮮 の医療機関 に関す る主たる論点 と して,①

病院 や医師 とい う近代 的医学 を体 現 した医療 機関 が急速 に拡充 されて い った
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が,そ れ は都市部 を中心 に立地 して いた,② 農村部で は伝統 医学の担 い手であ

る漢医 二医生 が主た る医療機 関であ ったが,そ の数 は減少 しつっあ った,③ 農

村 部 での医療 の量的 ・質 的限界 を補 うために,総 督府 は現地 開業医や公医 と

い った制度 を政策的 に導 入 した,と い う3点 を確認 した。

以下で は,こ れ らの医療機関 の利 用状況 に関 して,と くに農村部 に焦点 を当

てて,分 析 を試 みる。

1)病 院の利 用状況

まず,官 道 立病院 における患者数の推移 か ら見てゆ く 俵 一2)。 当該病院の

患者 は,通 常 の来院患者(入 院と外来)お よび巡 回患者 とに大 きく分 けれれる。
(19)

また,そ れ ぞ れ が,普 通(… 般患者)と 施 療(窮 民患者)と に区 分 され て い る。

朝鮮 人 の患者 総 数 は,1910年 代 前半 に急 増 して10年 代 中葉 に ひ とっ の ピー

クを迎 え た。以後 急 減 に転 じ,20年 代後 半期 に は停 滞 的 に推 移 して い る。 そ し

て,30年 代 に はい る と,再 び急 増 して い った。 他 方,日 本 人 の場 合 は,当 初 は

朝 鮮 人患 者数 を大 幅 に下 回 って いた ものの,以 後 ほぼ コ ンス タ ン トに増加 して

ゆ き,20年 代 末 ～30年 代 初 に は朝 鮮 人 を上 回 った。その後 も増 加 が続 くが,朝

鮮 人 側 の伸 びが よ り急 速 で あ った た め,以 後 ふ た た び朝 鮮 人 を下 回 る よ うにな

る。30年 代 末 に はか な りの差 が生 じて い る。 とは いえ,総 人 口数 に対 す る比 率
く　

か らいえ ば,日 本 人 の利 用度 が圧 倒 的 に高 か った ことは,い うまで もな い。

10年 代 中葉 にお け る朝鮮 人患 者 数 の ピー ク期 の特徴 と して,巡 回患 者 の多 さ

を挙 げ る ことがで き る。 そ して それ ら巡 回 患者 の大 部分 が施 療 患者 に よ って 占

め られ て いた。 来 院 に よ る施 療 患 者 数 の推 移 を全 期 間 にわ た って追 う ことはで

きな いが,1914年 の場 合,朝 鮮 人来 院 患者 約299万 人 の うち,93%に あた る約

27窃 人が施療患者であ 喫.同 年だ1ナに とどま らず,こ の ピーク期 樋 じて

施療 による来院患者数 の比率 が高か った と推察 される。

10年 代中葉 の ピークの要因 として,巡 回診療 あるいは施療 とい った総督府 に

よる政策的配慮 の効果 を挙 げる ことがで きると考 え る。 そ うした配慮 が10年

代末 に消極化 した ことが,以 後,20年 代 を通 じての朝鮮人患者数 の急減 ・停滞
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表一2官 道立病院における医師数と患者数および法定急性伝染病患者数の推移
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〈資料〉朝鮮総督府r朝 鮮総督府統計年執』各年版より作成。

<注1>医 師数は,院 長 ・医官 ・医員の総数。

<コ}三2>朝 鮮人医師数および巡同施療患者数は内数。

<注3>空 欄 は資料なし。
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を招 いた と推 察 され る。 た だ し,そ う した政策 転 換 の理 由 は,不 明 で あ る。

30年 代 の朝 鮮 人 患者 の再急 増 の要 因 と して,総 督府 によ る上 の よ うな政策 的

配 慮 が あ った か ど うか を確認 で きる資料 は,今 の と ころ入 手で きて いな い。 江

原道 に関 して は,部 分 的 な統 計 資 料 が得 られ る。 そ れ に よ る と,道 内 の3道 立

病 院 の1933～36年 間 で の来 院 患 者 に 占 め る施 療 患 者 の比 率 は,33年 以 降
(22)

17.5%,21.1%,19.7%,18.3%で あ った。上 記1914年 の朝鮮 全 体 で の数 値 と

比 較 す る とか な り低水 準 で あ る。 朝 鮮全 体 に お いて も,巡 回診 療 の規模 自体 が

10年 代 中葉 と比 較 して格 段 に縮小 して い る ことを勘 案 す れ ば(表2参 照),政

策 的 配慮 がふ たた び積極 化 した 可能 性 は低 い と考 え られ る。 朝鮮 人 患 者 の急 増

は,基 本 的 に は普通 患 者 の増 加 に よ って もた らされ た もの と考 え られ るの で あ

る。

と ころで,1933年 に発 行 され た あ る著 作 で は,総 督 府 の 医療 制度 に批 判 的 な

立 場 か ら,「 も し朝 鮮官 公 医療 機 関 で全 部 朝鮮 人 医 師 をF7用 す る こ とに なれ ば,

そ の機 関 を 利 用 す る朝 鮮 人 患 者 が どれ 桿 増 え るだ ろ う。 言葉 が 通 じな い医 師

と,ま た生活 様 式 を異 にす る医 師 と接 触 す る こと ほ どな じまず不快 な こ とは な

(23)

い」 とい う指摘 が な され て い る。 官 道 、刀丙院 に朝鮮 人 医師 が 雇用 され る よ うに

な った の は,1918年 の こ とで あ った(表2)。 そ の後,朝 鮮 人 医 師 は,そ の絶

対 数 は増加 した もの の,医 師 総数 の4分 の1～5分 の1程 度 を 占め るに留 ま っ

た。 こ う した情況 は,上 の コ メ ン トの指 摘 す る とお り,官 道 立病 院 朝鮮 人患 者

の増 加 を抑 制 す る効 果 を もた らした と考 え られ る。

と はいえ,30年 代 に入 る と,上 で確 認 した よ うに,朝 鮮 人患 者数 が急増 して

お り,そ の伸 び率 は,官 道 立病 院 所属 の朝鮮 人 医 師数 の そ れ を明 らか に上 回 っ

て い る。 朝鮮 人 医 師数 の少 な さが,朝 鮮 人 の病 院利 用 に とって絶対 的 な障壁 と

な って い た と は必 ず し も言え な い(朝 鮮人の日本語修得を前提 とす るが)。

ただ しこ こで,朝 鮮 人 の場 合 は,男 性患 者 数 が 女性 の それ を圧倒 的 に上 回 っ

て お り,後 者 は前 者 の6割 前後 の水 準 に留 ま って いた点 は,確 認 され な けれ ば

な らな い(1916年 以降の男女別患者数が 『朝鮮総督府統計年報』に掲載 されている)。

日本 人 の場 合,女 性 が ほぼ一 貫 して男 性 を若 干上 回 る とい う傾 向 を有 して い た
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の とは対照的であ る。朝鮮 人家庭 にお ける強固な家父長的 な秩序意識 を,そ の

要 因 と して指摘す る ことも可能で ある。それ以上 に,「生活様式 を異にす る」異

民族e日 本人の医師(そ のほとんどが男性であったと推察される)に 診察を受 け る

ことへの抵抗感が男性 よ りも女性 の方が よ り強烈で あった ことが,よ り規定的

な要因であ ったので はないだろ うか。朝鮮人医師の少 な さが朝鮮人女性 の病 院

利用 にと って は障壁 とな っていた とい うことがで きる。

2)農 村 部 にお け る医 療機 関 の利 用状 況

表 一3に は,江 原 道 にお け る道 立病 院 お よ び公 医 の患者 数 の推 移 を掲 げた。

当時,同 道 に は,春 川(1910年 開院),江 陵(1912年 開院)お よ び鉄 原(1931年 開

院)の3道 、玩病 院 が 存在 した。他 方,公 医 は年 々 その数 が増 え,36年 に は45名

に達 して い る。 ひ とっ の郡 に 平均 して2名 以 上 の公 医 が,ま た,平 均 して3 .9
(24}

邑面に対 してひ とりの公医が,配 置 されて いた ことになる。

官道1`r病院 の患者数 が30年 代 に増加 した点 はすでに確認 したが,本 表 の江

原道 の場合 も,34年 を例外 に,ほ ぼ順調 に患者数を伸 ば してい る。官道立病院

の患者数増加が,都rlゴ部居住者 と農村部居住者 のいず れによって もた らされた

のかを分析す る手 だてはない。 ただ し,道 、k病院が基本的には立地郡 の中心都

rf∫に位置 して いたこと,20年 代以降 は巡回診療 によ る患者数水準 が低位 であ る

ことを勘 案す れば,主 と して都市部 お よび一部 の近 郊農村 の居住 者の動 向に

表一3江 原道における道立病院および公医の朝鮮人患者数推移

11933年1934年1935年1936年
皿 凹田皿 一{___

道立3病 院

皿

普通来院 8,84473,90987,78390,890

施療来院 17,59115,61217,33416,633

来院合計 1QQ,43589,5211Q5,117147,529

巡回合計 2,5051,6922,1371,77

公医 普通来院 57,43763,54666,44474,197

施療来院 7,0806,4096,9259,055

来院合計 64,51770,25573,36983,252

〈資料〉江原道衛生課 『江原道衛生 要覧』1937年,115～119頁 および130～139頁 よ り作成。

〈注〉 「来院/は 人院 および外来患者 の和。
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よ って もた らされ た,と い うのが常 識 的 な推 測 で あ ろ う。

さて,表 一3に 関 して注 目す べ き は,道 立病 院来 院 患 者数 の伸 びを 上回 って

公 医来 院患 者 数 が 増 大 して い る点 で あ る。 前者 に対 す る後 者 の比 率 は,1933年

に は64%で あ った のが,36年 に は77%に 達 して い る。道 立病 院 と比 較 して,公

医 の ほ うが農 村 部 に よ り近接 す るか た ちで 開業 して いた と考 え られ る。 農 村 部

にお け る近代 的 医療 機 関 とい う点 で は,公 医 は道 立病 院 よ り も貢 献度 が高 か っ

た とい え る。 この限 りで はf病 院 や 開業 医 の農 村 部 で の不 足 と い う問題 を公 医

(および現地開業医)の 配 置 に よ って解 消 しよ うと した総 督 府 の 政策 は,一 淀 程 度

の 「成 果 」 を挙 げた とい う ことが で き る。

なお,全 羅 北 道(1932年 現在)お よ び江 原道(1937年 現在)の 公 医名簿 を見 る

と,そ れ ぞ れ28名 ・39名 の うち,日 本 人 と判 断 さ れ る人 物 は12名 ・2名 で

(25}

あ った。両道で 日本人比率 にかな りの差が生 じてお り,こ の2例 だけか ら他道

の情 況を推 し量 ることは困難であ る。 ただ し,少 な くとも官道 立病院医師 との

比較 にお いて は朝鮮人 の比率が いずれ の道 において も高か ったと推察 され る。

先 に述べた 「生活様式」 に関わ る障壁が,そ の分低 か ったと考 え られ るのであ

る。

ところで,農 村地域 においては,近 代的医療機関以上 に,伝 統的な医療機 関

であ る医生の分布が濃密であ ったことを前節 で確認 した。 ただ し,医 生 の患者

数 に関す る統計資料 は入手で きて いない。以下で は,あ る村落 に関す る調査 資

料(1930年 調査)を 材料 に して,農 村部 における医生 の利用状況 を推測す る。

表 一4の 対象村落であ る郎 井里は,江 原道江陵郡 南部 の郎 井面のほぼ中央 に
(26)

位 置 し,江 陵 邑か らは 「一 胆余 」の距 離 にあ る。 なお,江 陵 邑 に は,先 述 の よ

うに道tY1_病院 が 立地 して い る。

調査 農 家30戸 の うち で,病 院 へ の入 通 院 経験 者 を有 す る農 家 と医 師 の 診療

経 験 者 を有 す る農 家 を あ わせ て もf7戸 と,全 体 の4分 の1に も達 して いな い。

な お,前 者 の戸 数 の方 が多 いの は,道 立病院 まで の近 距 離性 とい う この村 落 の

r地 条 件 に負 うと ころが大 き い と考 え られ る。 これ に対 して 医生 の診療 経 験 者

を 有 す る農 家 は9割 弱 に及 ん で い る。 階 層別 に分 類 す る と,と くに収入 別 上位
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表一4江 陵郡邸井面邸井里住民の医療体験(の べ戸数)

収入別 医 生 病 院 医 師 そ の 他

ド位10戸

中位10戸

上位10戸

合 計

旧4

7戸1　 -

9戸1戸 一一

_'_幽 一一一-

10　 3戸2戸
一 一_"

26}5戸2戸

病 気 な し1戸,不 明1戸

病 気 な し1戸,巫 女1戸

病 気 な し2戸,巫 女1戸,不 明1戸

〈資料〉朝鮮総督府 『生活状態調査(其 三)江 陵郡』1931年,309～407頁 より作成。

〈注1>資 料中の 「漢医」 「漢 法医」 を医生 に分類 した。

〈注2>資 料中の 「医者 」「洋 医」 を医師 に分類 した。

10戸 にお いて病院 ・医師 を利用 した経験 を有す る農家数が多 くな って いる。か

か る階層牲 の要 因 と して は,な によ りも医療費支払 い能力の格差を挙 げること

(27)

がで きよう0た だ し,同 時 に,そ れ ら上位階層 もすべての農家が医生 の診療 を

も経験 してい る。

先 に表 一1に 示 したよ うに,朝 鮮 の総医生数 は,1930年 には,15年 に比 して

2割 以上減少 していた。 とはいえ,30年 時点 において も,農 村部で近代的医療

機関 を利用 して いたのは上層農 に限 られてお りf依 然 として医生が医療機関 と

して圧倒 的に重要 な役割を果 た して いた といえ る。30年 以降,医 生数 はもう一

段減少 し,他 方,官 道立病院 や公医の患者数 は急伸す る。 その間,農 村居住者

の近代 的医療機 関の利用度 は確実 に高 まりを見せたであろ う。 とはいえ,医 生

による医療 を駆逐す るまで には至 らず,植 民地期 を通 じて医生 は農村 にお ける

医療機 関 として最 も重要な役割 を果た し続 けて いた,と 考え られ る。医生数 で

の京畿道構成比 の減少(前 掲表…1)は,こ の傾 向の間接 的な現れであろ う。

と ころで,ヒ の江陵近郊 の村落 はy医 療機関の 立地 とい う点で はかな り恵 ま

れた環境 にあ った と思 われ る。同 じ江原道の1936年 の調査 によると,同 年 同道

にお ける死 亡者約3万5千 名 に対す る,生 前 に医師 あるいは医生の治療を全 く

受 けず に死亡 した者 の見込 み数 の比率 は,道 全体 で22%に 達 してい る。 そ し

て,道 内22の 所管警察署別 に比較す ると,最 大51%に 対 して最小8%,6署 で
(28)

30%を 越 えるな ど,地 域別 の格差が 目に付 く。窮乏 による医療費負担能力の欠

如 あるいは医療機関 その ものの不在 によ って,近 代的医療 どころか伝統的医療
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さえ も利 用 しえない住 民が農 村地域 に大量 に存 在 して いた ことを示 唆 して い

る。

第3章 農村部における防疫事業の特徴

1915年 に総 督府 は 「伝 染病 予 防 令」 を制定 して い る。本 令 で は,コ レラな ど

9の 急 性伝 染病 を対 象 と して(1924年 に1種 追加),そ の患 者 や死 体 お よび関連 す

る家屋 や地域 に対 す る様 々な措 置 に関 して の規 定 を お こな って い る。

前 掲 表 一2に 示 した よ うに,法 定急 性 伝染 病 の患 者数 は,1920年 前後 の突 出
(29)

した数年間を除 けば,植 民地期を通 じて ほぼ コンス タン トに増加傾向をた どっ

て いる。 ただ し,こ の傾向の うちで,ど の程度 を患者 それ 自体の増加 と して,

の こりの どの程度 を患者 の発見率の上 昇と して理解 す るのかに関 して はrに わ

か には判断が付 かない。

本表か ら,患 者数 に占め る日本人の比率 が3割 を越え る年次が多か った こと

がわか る。 日本人 の患者発見率が朝鮮人のそれを上回 っていたであろ うことを

勘案 して,割 り引いて考えなければな らないが,そ れで も上述の人 口構成比 を

はるかに上回 っていたの は確実であ る。植民地 に居住す る支配民族 の生命 を脅

か し,か っ被支配民族社会 を不安 に陥れ る伝染病 に対 して,総 督府 は何 らか の

対策 を実施せ ざるを得なか ったのである。 しか もその強力な伝染性 という特性

ゆえに,伝 染病対策 は体系的 な制度 を備 えていなければな らない。総督府が,

「伝染病予防令」に基づ いて,防 疫事業 を朝鮮全域 にわた って展開 して いこうと

した所以であ る。

ところで,伝 染病防疫 において は患者 の早期発見 が重要 な課題 となる。 この

点に関 して総督府 は,「朝鮮 ハ未 タ衛生思想 発達セ ス為 ニー家族巾 二伝染病患

者 ア レハ之 ヲ隠匿 スル カ如 キ悪 習迷信 等 ヲ脱 セサル」 とい う認識 を前提 と し

て,「取締 ノ任 二当ル警察官ハ常 二道途 ノ風説売薬 ノ販路授受等二注意」す るよ
(30)

うに指示 して いる。 さ らに警察官 は,単 独 あるいは検疫 医に同行 して 「検病的
(31)

戸口調査」を実施す る ことにな っていた。伝染病患者の発 見に際 して は,警 察

官 が果 たすべ き役割が大 きか ったのである。
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表 一5に は,伝 染病患者の発見方法 を3年 次 にわた って掲 げてあ る。 この表

か らはy検 病 的戸 口調査 によって発見 され る患者の比率 が減少 し,か わ って医

C32}

師の届 け出によ る患者 の比率が増加 してい っていることが読み とれ る。以後 の

変化 を明確 に示 して くれ る数値 は入手 で きて いないが,江 原道 につ いて1936

年の調査 に関す る数値が判 明す る。 それによると,検 病的戸口調査 の結果,法

定伝 染 病 と判 明 した患 者 が531名 お り,そ れ は同 年 の総 患 者 数1,074名 の
(33)

49.4%に 相 当 す る。 この数値 が一 般化 で き るとす れ ば,戸 口調 査 に よ って発 見

され る伝染 病 患者 の比 率 は,1920年 代 中葉 以 降 は下 げ止 ま りな い しは若 干 の上

昇反 転傾 向 に転 じた こ とにな る。

な お,表 一一5に お け る医師 と医生 の数 値(1925・26年 平均)に は約5倍 の 開 き

が 出 て い る。 前章 で見 た 医療 機 関 と して の利用 度 か らす る と,医 生 の 貢献 度 は

きわ めて低 い印象 を受 け る。 医生 は,伝 染病 発 見 者 と して は充 分 な機 能 を果 た

して いな か った と思 われ るので あ る。 この点 に関連 して,1919年 の コ レラ流行

の際 に総 督 府 は,患 者 発 見 方 法 に関 して,医 生 は 「医学 ノ知 識 浅薄 ニ シテ殆 ン

表一5伝 染病発見者の構成比(%)

戸f1調 査

他人申告

医師届出

医生届出

家人届出

そ の 他

計

1616年

(コ レ ラ)

nj

ワ
ー

0
◎

PO

4

0
0

ρ
0

1
■

fi.2

5.2

100.0

1919年

(コ レ ラ)

58,9

16.9

12.8

10.9

0.5

100.0

1925・26釘 こ

平 均

49.O

toO

6.3

100.0

〈 資料 〉 伊藤 賢 ㌔・原 親雄.「大 王 五年 朝鮮 二於 ケル虎列 拉 流行 二就 テ」

『朝 鮮 医 学 会 雑 誌』第20号,1918年,41～42頁,朝 鮮 総 督 府

『大li{八年虎 列刺病 防疫誌』1920年,143～144頁 お よび朝鮮総督

府前掲 『朝鮮衛 生要覧』120頁 より作成。

〈注1>19正6・1919両 年の場合,「 船 中」 での発見 事例 は除外 した。

<注2>1925・26年 平均の資料 には,朝 鮮人 ・日本 人別の構成比 のみが記

載 されて いる。両年次 の伝染病 平均患 者数 に構成比 を乗 じて発 見

方法別患者数 の実数 を推算 した トで,構 成比 を算出 した。

<注3>印 は,資 料 な しQ



16商 経 論 叢 第34巻 第4号

(34)

ト信 頼 スル ニ足 ラズ」 とい う評 価 を下 して い る。 近代 的 医療 機 関 と比 較 して医

生 の伝 染病 に対 す る科 学 的 知識 が低 水準 に留 ま って いた の は事 実 で あ ろ う。 た

だ し,こ の点 ばか りで はな く,地 域 社会 の構成 員 で もあ る医生 に と って の,患

者 や そ の家族 の意 向 を無 視 して患 者 発 見 の通告 を行 う こ と自体 の困難 性 に も留

意 す る必 要 が あ ろ う。

表 一6が 端 的 に示 す よ うに,伝 染 病患 者 発 見方法 が府 部 と郡 部 で はか な り異

な って い る。 前 者 で は医師 に よ る発 見 が ほ とん どで あ るの に対 し,後 者 で は医

師 に よ る発 見 の比 率 が相 対 的 に低 く,か わ って検病 な い し医生 に よ る発 見 の比

率 が高 くな って い る。 この対 比 は,u本 人 と朝 鮮 人 との比 較 にお いて も成 立 す

る。郡 部 の朝 鮮 人 の場 合,検 病 ・医生 に よ る発 見 の比 率 は一層 高 か った ことを

示 唆 して い る。

な お,腸 チ フ スに関 して は,都 市一農 村 間 の相違 を 日本 の そ れ と比 較 す る こ

とが で き る。医 師 に よ る発 見 比率 は,朝 鮮 の場 合 は府 部94.4%,郡 部31.8%で

あ ったの に対 して,日 本 の場 合 は市部93.3%,郡 部84.0%で あ った。日本 で は

都 市 一農 村 間 で の相違 が ほ とん どな か ったの に対 して,朝 鮮 で は大 きな相違 が

存 在 した とい う点 で対 照 的 で あ る。 朝鮮 農村 部 だ けが 医師 に よ る発 見 の比 率 が

極 端 に低 く(医 生による発見の比率14。7%を 加えて も46.5%に 留まり,な お低水準で
'(35)

ある),そ の分,検 病 に依 存 す る比 率 が高 か った ので あ る。

とこ ろで,都 市 一 農村 間 の相違 につ いて は,伝 染病 の療 養方 法 に関 して も日

本 と朝鮮 との対 照 性 を見 出 す こ とが で きる。 再 び腸 チ フ スの事 例 で あ るが,朝

鮮 の場 合,病 院 病 舎 で治 療 を受 け る患 者 の比 率 が,府 部 で95.6%(残 りは自宅療

表一6地 域別 ・民族別の伝染病発見方法(1925・26年 平均)

単位:%

医 師 医 生 検 病 そ の 他 合 計

府部

郡部

朝鮮人

日本人

89.6

35.9

25.1

96.6

1.2

12.9

i・

0.5

8.21.Q

43.28.0

51.19.O

Z.00.9

100.0

100.0

100.0

100.0

〈資料〉朝鮮総督府前掲 『朝鮮衛生要覧』120頁 より算出。
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養一以 ド同様),郡 部 で27.1%で あ っ た の が,日 本 の場 合 は 市部93.6%,郡 部

(3fi)

78.3%で あ った。上 の発見方法 と同様 に,療 養方法 に関 して も,朝 鮮 の郡部 だ

けが極端 に病院病舎 の比率 が低 く,そ の分 自宅療養の比率が大 きか ったのであ

る。

伝染病患者 の治療 のために病院 には隔離病棟が設 け られ たほか,地 域 ごとに

隔離病舎が設置 されてい った。ただ し,後 者 に関 しては,「現在隔離病舎ハ三十

二個所 アルモ何 レモ偏僻 ノ地域 二設置 セ ラレ患者ハ勿論家族 二在 リテモ入舎 ヲ

嫌忌 シ引イテ患者隠蔽 ノ素因 トモナ リ,加 之管理当 ヲ得ザルモノア リテ全 ク荒

廃二委 スルノ状態」(全北)あ るいは 「隔離病舎 ハ現在 二〇 ヶ所 … アルモ既 二建

物腐朽 シ又ハ狭隆 ヲ感 シ新築修繕 ヲ要 スルモノ数ヵ所 ア リ」(慶北)と い った報
(37)

告 が な され る情 況 に あ った。

伝 染 病 患 者発 見 方法 に 占 め る検 病 的戸 口調査 の比 率 が継 続 して 高 か った背 景

の ひ とつ と して,こ う した隔 離病 舎 の不 備 に と もな う 「患 者 隠蔽 」 傾 向 の助 長

とに く農 村 部 にお け る それ を挙 げ る こ とが で きよ う。 な お,伝 染病 患

者 収 容 先 の構成 比(1926・27年 平均)は,自 宅62.5%,官 公 、気病 院25.1%,私 立

病 院6.0%そ して隔 離 病 舎6,4%で あ った。 臼宅 以 外 の 収 容 先で 隔 離 病 舎 の 占

(38)

める比率 は16%に とどまって いる。

これ までの論点 を朝鮮農村 に関 してま とめ ると,伝 染病 の防疫 と治療 におい

て医療機関が担 った役割 は限定的であ った,と い うことにな る。 ただ し,こ こ

で留意 してお きたいのは,に もかかわ らず,総 督府 による伝染病防疫 事業が,

朝鮮 農村住 民が近代 的医療 技術 と接触 す る契機 とな って いた,と い う点 で あ

る。

すなわち,ま ず,警 察官 および医師 によって行 われ た検病的戸 口調査 それ 自

体 が,近 代 的医療技術 の観点 に もとつ く診察行為 であ った。ちなみに,『警察教

科 書』中 の 「衛生警察」 の項 には 「各種伝染病 予防心得」が掲載 されてお り,

病原,細 菌 の抵抗力,症 状お よび予防上 の心得が説明 されている。警察官 は,
く　 ラ

こ う した医学 知 識 に もとつ いて戸 口調 査 を行 った と考 え られ る。

なお,先 に も紹介 した江原 道 の1936年 戸 口調 査 の場 合,の べ調 査 人数 は約
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205万 人 と,当 時 の江 原道 総人 口153万 人 を34%も 上 回 って い る。 そ して,被

調 査 者 の0.4%に 当 た る7,995人 が容疑 患 者 と判 断 され た。 この数 値 は,当 年

の伝 染 病患 者 数1,074人 の8倍 弱 に相 当す る。 そ して,そ の うちの6,6%(531

(40)

名)が 伝 染病患者 と診断 されて いる。 戸 口調査 自体 は問診 などの簡単 な もので

あ った と思 われるが,容 疑患者 と判 断 された場合 は,よ り精密 な検査が実施 さ

れ たであろ う。 江原道 の数値を 目安 に推測すれば,朝 鮮全体で伝染病患者 が1

万5千 ～2万 人程度発生 していた1930年 代 には,毎 年12～16万 人に及ぶ人 々

が容疑患者 と しての検査 を受 けていたことにな る。

警察官 や医師 との接触,検 査対象 とな ることおよび感染 ・発症 そ して隔離 へ

の恐怖 とい った諸局面 で味わ う非El常 性 ゆえ に,検 病戸 口調査 は,近 代的医療

技術 に接す る機会の乏 しか った農村住民 に とっては とりわけ印象深 い出来事 に

な った と考え られ る。

さ らに,実 際に伝 染病患者 が発見 された場合 には,そ の患者が利用 していた

家財 や家屋あ るいはその周辺地域 を対象 と して綿密 な清掃 や消毒 が,警 察官 や

地方官吏 の指示 の下に実施 されてい った。その際 に使用 される機材 や薬品あ る

いは担 当官吏の服装 な どの見聞 もまた,農 村住民が近代的医学 に関す る知識 や

技術 と具体的に接す る契機 とな って いった と考え らるのである。

第4章 衛生に関する 「啓蒙」事業の展開

1)地 方行政機関による 「啓蒙」事業

道地方費衛生費 には毎年 「衛生思想 普及費」 が計上 されて お り,道 や府郡 に

よ る衛生博覧会や活動写真会 ・講習会の開催を通 じて,衛 生思想 の 「啓蒙」が

試み られた。この点 に関 して江原道 の報告書 は,「一般住民 の衛生思想低級 な る

為予防注射を忌避 し又使用河水 の飲用を為 し若 は伝染病患者 を隠蔽 し其 の死体

を密葬 す る者少か らず,又 は医療 を等閑視 して迷信的治療 をなす もの等 あ りて

一般衛生行政 上支障を来す事例 に乏 しか らず,故 に常時衛生思想 の普及 開発 を
(41)

計 るは刻下 の急務 な り」 と指摘 して いる。地方行政機関 による衛生思想普及事

業で は,伝 染病予防 ・防疫活動 の奨励 および近代的医療機関利用 の懲愚 に主眼
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が 置か れ て い た といえ る。

表 一7は,1920～28年 間 に 『東亜 日報』紙 上 に掲載 され た道 お よ び府 郡 に よ

(42)

る衛生思想普及 事業 の一一覧であ る。道主催 事業,府 郡 主催事業それぞれが報道

される頻度 は,ほ ぼ同程度で あった。 なお,こ のほかに面†催の事業 が報道 さ

C43)

れ て い るが,3事 例 と極 めて少 数 に留 ま って い る。

まず,府 郡t;催 の 事業 の特 徴 に注 目す る と,第 一 に,警 察 署 主催 の ものが29

事 例 と,全 体43事 例 の67%を 占め て い た点 を挙 げ る ことが で き る。 伝 染病 防

疫 に関 して警 察 官 が固 有 の役割 を果 た して い た こ とを 前 章で指 摘 した が,伝 染

病 に関 す る 「啓 蒙」 事 業 に対 して も警 察組 織 が積 極 的 に関 与 しよ うと して いた

こ とが わ か る。そ して第 二に は,郡 内 を巡 回 開催 した4事 例 を除 いた39事 例 の

中 で,府 お よ び邑所 在 地 で の開 催 が25事 例(64%)あ り,都 市部 にお いて 重点

的 に開催 されて いた こ とを指摘 で き る(府 邑は1938年 現在)。 第三 に,事 業 内容

と して は,活 動写 真(一 部幻燈を含む 一以 下同様)上 映 が25事 例 で もっ と も多 く,

衛 生展 覧 会 開 催,講 演 会 が それ ぞ れ16事 例,11事 例 で そ れ に次 いで い る。

と ころで,事 業 内容 に関 して は,府 郡 の事 業 と道 の それ とは類 似 して い る。

す な わ ち,道 の 事業41事 例 に お いて も,活 動 写 真 上 映 が29事 例 で最 も多 く,

衛 生展 覧会22事 例 が そ れ に次 いで い るの で あ る。 道 の事 業 の うち14事 例 で道

内 を巡 回開 催 して い る。 本表 で府 郡 主 催 と して扱 わ れ て い る事 業の うちのか な

りの部分 が,実 は,道 主 催 に よ る巡 回 開催 の一 環 で あ った 可能 性 が高 い。な お,

道 の 事業 で は講演 会 は4事 例 に と どま り,府 郡 の事 業 に比 べ て相対 的 に少数 で

あ る。 講 演 会 の よ うに予 算上 比 較 的 に小規 模 な事 業 が府郡 独 自の事業 と して 開

催 され た と思 わ れ る。

京畿 道 で は,1923～28年 に毎 年6～10面 にお いて衛 生 博 覧会 お よ び活 動 写

真 会 を開催 して い る(そ の前後 の年次 については不明)。 この6ヶ 年 間 に,道 内21

府 郡 す べ て が少 な くと も1っ の開 催 地 を有 して い る。 また慶 尚北道 で は,1937

年 に は2郡 で衛生 展 覧 会 を,12郡17個 所 で衛生 活動 写 真 会 を開 催 して い る。

さ らに江 原 道 で は,1936年 に は14郡 に お いて の べ28回 にわ た って衛 生 活 動写

真 会 を開催 して い る。 江原 道 の場 合,7郡 にお いて の べ117回 の衛生 講 話 会 が
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表一7道 お よび府 郡 による衛生 思想普 及事業一 覧(1920～28年)

道主催 府郡主催(慈 恵/道 立病院を含む)

nv. 開催年次 ・道名 no. 開催年次 ・府郡名

1 20威 南B巡 回 1 20仁 川府BC

2 20全 北B 2 20元 山府B

3 20全 北B巡 回 3 21晋 州警察署B

4 21慶 北A巡 回 4 21光 州郡AB

J 21京 畿A 5 21統 営郡B

6 21慶 南B s 21沙 里院警察署C

7 21平 北BC 7 21兀 山警察署C

8 21平 北BC S 21永 柔郡C

9 21威 北C 9 21大IH郡BC巡 回

10 121威 南AB 1() 22陳 山警察 署 ・面B道 後援

ll21慶 北AB 11 22京 城府B

12…22慶 南B河 東 群'署'面 後 援112 22馬 山警察署B

13 22全1菊B113 1 22浦 項警察署B

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

ー

ユ

ー

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

122黄 海A

22京 畿A

22忠 南A巡 回

22慶 北B

22慶 北B巡 回

22京 畿道 ・龍山警察 署B

22黄 海AB巡 回

22忠 南B巡 回

22慶 北A巡 回

22黄 海AB

22黄 海AB

22～].14;3B

22慶 北AB巡 回

22全 南A

23黄 海A巡 回

23京 畿A巡 回

23京 畿AB巡 ≪1

23京 畿B楊 平 警 察 署 後 援

24京 畿 道 ・仁 川 府 ・署AB

24京 畿 道 ・江 華 警 察 署AB

24京 畿A巡 回

24慶 北B

24・ ド1幸1B

25届 ～倖ゴB

25威 南AB

25京 畿AB巡 回

27♪巴モ1-幸{A

27～1二屡気BC

]4

15

16

17

18

19

2U

21

22

23

24

25

zs

127
8

Q
σ

0

9
自

9
白

0
0

22モ琴州警察 署B

22裡 駐警察 署B

22仁 川府庁 ・警察署B

22汀 華郡BC巡lr11・

22裡 里警察 署A益 山面後援

22高 敵警察署AB郡 庁後援

23京 城府BD

23春 出警察署D

23馬 山警察署A

23沙 里院警察署BC

23定 州警察署 ・定州面BCD

23公 州警察署A

23沙 里院警察署A

23載 寧警察署A

23楊 州郡庁 ・警察 署AB
　

23f導1目 警 察 署 ノ、

1
23中 和郡庁 ・警察 署AB巡 回

13112嫡 州警察署BC巡 回
2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

〈資料〉 『東亜 日報』 よ り作 成。

<注1>記 号の意味 は次の通 り。A

C

<注2>「 巡回」 とは,

<注3>記 事の初 出順 に掲載 した。

24成 川警察署D

24大 邸慈恵病 院A

25釜lh犀 守1、

25梁Li{君1二C

25都 成府D

25京 畿道開城病院AB

251#f和 警察 署AB

25碧 滝警察 署A

26利 原警察 署AB

26端 川郡庁 ・警察署AB

27音巨lI」警i察署BC

27成 川警察 署A

;衛 生展覧会}B;活 動写真会(幻 燈 を含む)

;講 演会,D;宣 伝 ビラ配布

地域 内を巡 同 して活動を行 うこそを意味す る。
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{44)

開催 され た こ と も報 告 され て い る。

府 郡 の 事業 の場合,新 聞紙 上 に は,上 述 の よ うに都 市 部 で の開 催 が 主 と して

取 り上げ られ て いた。 しか し,道 の事 業 と して巡 回開 催 され た場 合 に は,開 催

地 は かな らず しも都 市部 に限定 され て い た わ けで はな く,農 村 部 にお いて も頻

繁 に実 施 されて いた とい うこ とが で き る。 ま た,事 例 数 は多 くな いがz郡 主催

の事 業 の 中 に も巡 回 開 催 の ものが 存在 して お り,そ の場 合,農 村 部 を 中心 と し

て開 催 され て いた と考 え られ る。

と ころで,上 の京 畿 道 の場 合,開 催 日2日 間 で の 入場 者数 は}衛 生 展 覧会 で

300～4,500名,活 動 写 真会 で1,300～4,700名 で あ った とい う。 慶 尚北道 の場

合 に は,2回 の衛生 展 覧 会 の入 場 者数 は1,720名 と9,000名,活 動 写 真 会 の そ

れ は平均 す る と約2,500名 で あ った。 ま た,江 原 道 の場 合 は活 動 写 真会,講 話

(45)`

それ ぞれ の平均 入 場 者数 が,約1,200名 と93名 で あ った。これ らの イベ ン トが

か な りの集 客 力 を有 して い た ことが窺 え る。「東 亜 日報 」の記 事 にお い て も,し

ば しば 「盛況 」 とい うコ メ ン トが付 され て い る。

衛 生 展 覧 会 で の展示 品 に関 して は,「 各 般患 者 の模 型」「伝 染病 人模 型,細 菌」

(46)

とい った記述 か ら,そ の 内容 が窺 え る。 そ れ らは,ま さに1恐 怖 と好 奇 の視 覚

(47}

メ デ ィア 」 と して の機 能 を担 って い た といえ る。 ま た,活 動 写 真会 の場合 は,

その 内容 もさ る こ となが ら,活 動 写 真 それ 白体 が娯楽 牲 を有 して い た とい う こ

とが で きる。 これ らの催 し物 が 「盛 況 」 とな りえ た背 景 に は,こ う した 事情 が

あ った と考え られ る。

2)民 間団 体 によ る 「啓蒙 」 事 業

『東 亜 日報 』紙 上 に は,L述 の よ うな地 方 行 政 機 関 に よ る衛 生 思 想普 及事 業 だ

けで な く,民 間 団体 に よ る 「啓 蒙 」事 業 につ いて も頻 繁 に記 事 が掲載 され て い

る。1920～28年 間 の記 事 を ま とめ る と表 一8の よ うにな る。

この表 か ら読 み とれ る特徴 と して,以 下 の4点 を挙 げ る ことが で きる。 第一

に,57事 例 の中 で府 邑 を開催 地 とす る事 業 が35で あ りa巡 回 開 催 の5事 例 を

除外 した52事 例 の67%を 占めて い る点 で あ る。 府 郡 主催 の事 業 の中 に 占 め る
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表一・8民 間 団体 による衛生 に関 す る 「啓 蒙」活 動(1920～28年)

no. 開催年次 ・団体名 no.開 催年次 ・団体名

1 20元 山医師会C青 年会 ・東亜日報支局後援

1

3424京 城 医専 「有隣会」C

2 20私 立朝陽学校職員C 3525茂 山青年会C東 亜日報支局後援

3 20永i7i年 倶 楽 部C 3625鉄 山基督教青年会C

4 20平 壌箕城医師会BC 3725利 原 一r・.年会D

5 20朝 鮮労働共済会大邸支筒C 3825京 城 医専 「有隣会」C巡 回

6 21京 城医友倶楽部C東 亜日報後援巡回 3925鎮 南浦外地留学生学友会C

7 21東 亜日報水原支局C 4⑪26南 監理教会鉄原礼拝堂C

8 21龍 岩浦有志C 4126亀 浦 肖L年会C

9 21定¥r/年 会C 4226霊 光青年会C

1U 21平 北龍川楊市留学生C巡 回 4326平 壌衛生彙報社 ・平壌私立医学講習所C

ll 21東 莱肖年 倶楽部C 4427義 州基督教青年会C

12 21金 海育年会C 4527江 界 基 督 教'r#Y1年会C

13 21東 亜 日報ヱ暫皮 局C 4627全 州西門外幼稚園姉母会C

14 21城 津済東病院A 4727全 州苗浦商友会C

15 22潭 陽#:年 会C巡 回 4827全 州南門外幼稚園C

16 22開 城忠橋 曽裂青年会C 4927木 浦 青湖医師会C

17 22釜 山彦年会衛生部D 5027〕 載寧 女r同 窓会C

18 22延 安rJ法 青年会BC 5127江 陵想q少 年会q想 目青年会後援

19 22元 山基督教育育年会C 5227龍 山楊市 東亜 日報支局C

20 22大 阪仁丹本舗A巡 回 5327全 州 大i「町大同農会C

21 22永 康青年会C 5428黄 州基督教青年勉励会C

22 22鎮 南浦新興里監理教会C 5528釜 山基督教 青年会C

23 22麻 浦青年会C 5628水 原 「モ月会」C

24 22平 壌柳町監理教会C 5728東 亜 日報礼山支局C

25 22鎮 南浦基督教青年会C

26 22日 本赤 十・字社朝鮮 支部A

27 22木 浦基督教 青年会C

28 23群 山府働光 青年会C

29 23元 山青年会C

30 23東 莱面 「月 一会」C

3i 23鉄 原天道教少年会D

32 23平 壌南山町耶蘇教会平信徒会C

33 23朝 安面青年会B

〈資料〉 『東亜日報』より作成。

<注1>記 号および 「巡回」の意は,表

く注2>記 事の初出順に掲載 した。

〈注3>口 は文字判読不能。

一7に1司 じ
。
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府邑を開催地 とす る事例 の比率 とほぼ一致 している。民間団体 による事業 もま

た,府 郡 によるそれ と同様 に,都 市部を中心 として開催 されていたことが確認

で きるのであ る。

第二 に,青 年会 な どの青年団体主催(宗 教団体系の青少年団体も含む)に よる事

業が少 な くとも27事 例(47%)に 上 っている点 である。三 ・一運動 とその後 の

いわゆ る 「文化政治」の開始 を契機 として1920年 代初 に朝鮮各地 で青年会が組

織 されて,当 時 の 「文化運動」 を担 って いった。 それ ら青年会 は,実 力養成 ・

文化向上を 目標 とし,具 体的 には,智 ・徳 ・体育 の修養を課題 と して掲 げて い
くが 　

た。衛生 に関す る 「啓蒙」事業 も,青 年会活動 におけるそ う した課題 の一環 と

(49}

して位 置づ け られ て い た と考 え られ る。

第三 に,少 な くと も7事 例(う ち4事 例が青年会主催)が 公 立普 通学 校 で(No.8,

12,21,23,30,35,36),2事 例 が面事 務 所 で(No .13,57)行 事 を開催 して お り,

それ らに関 して は,地 方 行 政機 関 との間 に協 力関 係 が存在 した こ とが窺 え る点

で あ る。 同時 期 に は,衛 生思 想 普 及事 業 に お け る地 方行 政 機 関 と青 年 会 な どの

民 間 団体 との協 力 関係 を よ り明確 に示 す記事 が 『東亜 日報 』紙 上 に い くつ か掲
(50)

載 されてい る。衛生思想 の普及 とい う目的 に関す る限 り,地 方行政機関の思惑

と民 間団体 の目的意識 とは重 な り合 っていた。す くな くとも,民 間団体 によ る

活動 を積極 的に阻止す る理 由は,地 方行政機関側 にはなか った とい うことがで

きる。 なお,青 年会 に関 して は,当 時の一般的な情況 として,総 督府 は青年会

運動 を体制 内化 しよ うと試みてお り,他 方青年会 は,そ の 「改良主義」的性格

ゆえ に,か か る総 督府 の試 み を受 け入 れて ゆ く傾 向が強か った といわれて い
(51)
る。

最後 に第四に,具 体 的な活動 と して は,50事 例 すなわ ち全事例 の88%が 講演

会 を開催 してい るとい う点で ある。地方行政機関が頻繁 に実施 して いた衛生展

覧会 や活動写真 会 は ご く少 数 の例外 的 な事 例 に限 られて いた。民間団体 の場

合,財 政的 な裏付 けのある後者 とは異 な って,比 較的 に低予算で実施 で きる活

動が選択 されて いた と考え られる。

ところで,1920年 代初 の 「文化運動」において は,「農村改良 が朝鮮文化建設
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の出発蕉」 と捉 え られるほどに,農 村 での活動 が重視 されていた。上記 第一点

で確 認 した よ うに,本 表 に表 れ た限 りで は,民 間 団体 に よ る 「啓蒙 」 活 動 は農

村 部 よ り もむ しろ都 市 部 にお いて活 発 に展 開 されて いた。 た だ し,本 表 の巾 で

も,No.2;「 農 民 向 け」 の講演 会(1920年7月18日 付),No.33;面 内14洞 で の

巡 回衛 生 幻燈 写 真会(1923年10月1日 付),No.53;「 農 村婦 女 」 対 象 の講 演 会

(1927年9月29日 付)な ど,農 村 ・農民 を 直接 対 象 と した活 動 の存 在 が,少 数 な

が ら確認 で きる。『東 亜 日報 』で は報道 され な い末端 で の小 規模 な活 動 まで含 め

れ ば,民 間 レベ ルで の 「啓蒙 」活動 は,農 村 部 にお い て もか な りの広 が りを持 っ

て い た と考 え られ る。

1925年12月 には,朝 鮮 農 民 社 の機 関 誌 『朝鮮 農 民 」が創 刊 され るが,創 刊 号

以 後1926年 にか けて5次 にわ た って 「衛 生 講座 」が連 載 されて い る(第1巻 第1

号,第2巻 第1号 同第4号 同第10号 および同第12号)。 本誌 そ れ 自体 によ る衛 生

思想 の普 及効 果 は限定 的 な もので あ ったで あ ろ う。 しか し,当 時 の農民 団 体 の

衛 生 ・医 療 問題 に関 す る関心 の高 さを,こ こか ら読 み と る こ とが で きる。

第5章 衛生事業を契機とした農村の組織化

前章 で は,地 方行政機関や民 間団体 による衛生思想 に関す るr啓 蒙」活動が,

都市部 ばか りでな く農村部 にお いて も展開 されて いた ことを確認 した。展覧会

や活動写真における視覚 的表現 は,農 村住民 を して,疾 病 に関す る既往 の直接

的経験 や伝聞を再確認 させ,そ の恐 ろ しさ とりわ け伝染病 のそれ を体

感 させ るとい う点で,充 分 に効果的であ った と考え られる。それにとどま らず,

それ らの催 し物 や講演 を通 じて,農 村住民 は,そ れ ら疾病 の原因,お よび,そ

れが予防可能であ ることを理解 したはずである。 か くて これ らの 「啓蒙」活動

を通 じて,農 村住民 は,生 活環境 に関わ る衛生活動 に対 して強 く動機付 け られ

る契機を与 え られた といえ る。

ただ し,こ れ ら 「啓蒙」活動の効果 自体 は,一 過 的な ものに留 まって しま う

可能性が高 い。地方行政機関や民間団体 は,当 然なが ら,「啓蒙」活動を繰 り返

し実施す ることによって農村住民の 「動機付 け」 を維持 しよ うと した。 それ に
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とどま らず,こ れ とは異 なる手法 を用 いて,地 方行政機関 は農村 にお ける恒常

的な衛生事業の展開 を試み ることになる。村落 レベルでの農村住民 の組織化 と

い う手法がそれである。

全羅北道 で は,「模範部落設置標準及実行事項」を制定 して,1929年 か ら 「模

範衛生部落」 の指定 を開始 して いる。1932年 までの4年 間 の実績 は,140村 落
(53)

(1郡 当たり平均14村 落)に 及 ん で い る。同時 期 の他 道 にお け る政 策 は不 明 で あ る

が,「 模範 部 落 」 に関 す る1930年 の調 査 に よ る と,総 計257事 例 の うちで 「衛

生組合」 が組織 されていたのは6事 例(う ち4事 例が全北)に 留 まって詑 ぎこと

か ら,「模範 衛 生 部 落」指 定 事 業 それ 自体 は,全 北 以 外 で はそ れ ほど積 極 的 に展

開 され な か った ことが窺 え る。

ただ し,そ れ ら257事 例 の 中 で 「衛生 思想 普 及 函養」 を奨 励 事項 と して掲 げ

て い るのが10道 の30事 例(12%)に 及 ん で い る。 なお,そ の うち全 北 だ けで8

事 例(全 北28事 例の29%)を 占め て お り,こ こで も全 北 当局 の 「模 範 衛生 部 落 」

(55)

政策 の影響 が読 みとれ る。「模範衛生部落」とい う制度 それ 自体 の展開 は限定 さ

れた ものであ ったが,村 落 レベルでの衛生事業一般 はそれよ りは広 い範囲で展

開 されていたということがで きる。

さ らに,各 道2事 例 ずっ総計26事 例 の 「模範部落」の活動内容 を具体 的に紹

介 した同 じく1930年 の資料 によ ると,そ の54%に 当たる14事 例 にお いて何 ら

(56)

か の衛生 事 業 が 実施 され て い た。 衛 生事 業 は,村 落 レベ ル にお いて一一一少 な く

と も 「模 範 部 落」にお いて は,一 般 的 な事 業 で あ った とい うこ とが で き る。

この 資料 に もとつ いて,村 落 レベル で の衛生 事 業 を紹 介 す る と,表 一9の よ

うで あ る。 井戸 改 修 便 所 改 良,共 同浴 場,掃 除 とい った事 業 が報 告 され て い

る。 伝 染病 予 防 の ため の清 潔 の保 持 ・向 上 が これ らの事 業 の 主た る目的で あ っ

た こ とが窺 え る・伝 染病 予 防 と関連 して,2村 落 で種痘 が取 り上 げ られ て い る
。

これ らの 事業 は,前 掲 全羅 北 道 「模 範 部 落 設 置標 準 及実 行 事 項」 に示 され た

「実 行項 目」 とほぼ重 な って い る。村 落 は,地 方行 政機 関 が提 示 した メニ ュ ーの

巾 か ら,そ れ ぞ れ の地 域 の事 情 に応 じて事業 を選 択 的 に実 施 して い って い た と

思 わ れ る。 ま た,2っ の村 落 で衛 生 に関 す る講演 な い し講 話 が実施 されて お り,
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表一9「 模範部落」 における衛生関連事業

周南洞(京 畿)

墨坊 里(忠 北)

連守洞(忠 北)

葛山里(忠 南)

鳳岩里(忠 南)

大明里(全 北)

大車里(全 北)

桃林里(全 南)

秀陽里(全 南)

鳳山洞(慶 北)

新泉里(慶 南)

花園洞(平 南)

翠屏里(江 原)

紫 南洞(威 北)

家庭の清潔整頓(婦 人会)

井戸改修 ・設置

便所改良,共 同井戸設置

衛生講話会(婦 人会),改 良井戸設置

井戸の清潔保全

保安組合(伝 染病獣疫予防,迷 信打破)

部落浄化,便 所改良

種痘,清 潔,井 戸設置

種痘,井 戸改修

講演講話,共 同井戸改修,ハ ェ駆除

共同井戸設置,便 所改良,掃 除(定 期清潔)

月例清潔

共同井戸設置,共 同浴場設置

便所改良

〈資料〉朝鮮総督府内務局社会課 『優良部落事績』1930年 より作成。

前 章 で論 じた 「啓 蒙」 活 動 が村 落 レベ ル に まで及 ん で い た ことが確 認 で きる。

そ れ で は,こ れ らの事 業 が実 際 どの程 度 の実 績 を挙 げた のか。 それ を 明 らか

にす る資 料 は ほ とん ど入 手 で きて い な い。 唯一,井 戸 改修 に関 す る資料 が断 片

的 に残 され て い るだ けで あ る。以 下 で は,そ れ らの資料 を手 が か りに,村 落 レ

ベ ルで の衛 生事 業 の進 捗情 況 を推 察 した い。

共 同井 戸 に関 して は,ヂ模 範井 戸 」掘 削奨 励 の ため に道 地方 費 か ら補 助 金 が支

出 されて いた。 京 畿道 の場 合,1912～24年 の13年 間 に,全 道249面 の90%に

あた る223面 にお いて総 計406個 所 の共 同 井戸 が掘削 されて い る。慶 尚 北道 で

は,1922～37年 の16年 間 に総 計 で131個 所 で 掘削 が行 わ れ た。 あ る いは江原
(57)

道 で は,1923～1934年 の12年 間 に総 計228個 所 で共 同井戸 が新設 されて い る。

道 ご とに実 績 に関 して若干 の差違 はあ る もの の,い ず れ も,平 均 す れ ば面 ご と

に1～2個 所 とい う レベ ル に留 ま って お り,文 字 どお り 「模 範」 と して の域 を

脱 す る もの で はなか った といえ る。

「百年 清 河 を待 つ に等 し く効 果少 きを痛 感 」 した江原 道 当局 は,1935年 度 に

方針 を転 換 して い る。 す な わ ち,ま ず,警 察 署 所 在地 の 邑面 に補 助金 を支給 し
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て井戸枠製造 に必要 な器具(型 枠,鉄 板,シ ャベルなど)を 購入 させaそ れを各面

に順番で貸 与す る。 そ して各面 で は,警 察官 ・邑面吏員 の指導 の下,井 戸使用

者 による資材(セ メント砂利など)の 共同購入 と共 同出役 を懲愚す ることで共同

井戸 の改修 ・新設 を図 ろ うとい う手法 を採用 したので あ る。事業 費の軽減 と

「井戸 に対 す る愛好心」 の強化が,そ の効果 と して想定 されて し喫 。

慶 尚北道 で は,1935年 の警 察署長会議 にお いて,井 戸 の改修 ・新設事業 が

「農山漁村振興運動 二対 スル警 察 ノ措 置 トシテ最適 切ナル施設」で ある とい う
(59)

認識 に達 している。農山漁村振興運動 との関連 でいえば,全 羅南道 において も,

当該運動 の一環 と して1934年 に警察部長 による各警 察署長宛 の通牒 「衛生模

範部落 二関 スル件」が出されてお り,通 牒末尾 には 「井戸及屋形設計図」「模範

(60)

的井戸断面 図」が添付 されている。 あ るいは,当 該運動 の 「指導者」 と 「部落

中堅人物」 の事例をそれぞれ各道2名 ずっ紹介 してい る報告 書によ ると,総 計

52事 例 の中 には,「 更生指導 部落」 の事業 と して共洞 井戸 の改修 ・新設 を実施

く　
した事例 が7っ(13%)報 告 されている。

朝鮮総督府 『施政 三十年 史』で は,南 次郎総督赴任後 に共同井戸改修 に対 す

る補助事業のr指 導方針を助成主義より自力更生主義に改留」たと記述されて

いる。「自力更生 主義」とい う表現 か ら推察 す ると,当 該事業が農山漁村振興運

動 と関連 づけ られ,し か も,同 時期 の江原道で採 られた手 法がそ うであ ったよ

うに,地 方行政機関か らの若干 の物的補助 と監督 に村落 ごとの資材 ・資金 と労

働力 とを結合 させ ることによ って井戸 の改修 ・新設 を推進 する とい う手法がs

一部 の道 にとどま らず朝鮮全域で採用 されて いた と考え られ るので溶智
。

江原 道 で の1935年 度 か ら37年8月 まで,す なわ ち約2年 半 で の実績 は,新

規掘削506個 所 在来井戸改修466個 所の総計972個 所で あ写製。先述 の同道

にお け る 「模範 井戸」の実績 と比較 すれ ば,事 業進捗 の速度 が段 違 いに速 く

な ってい ることがわか る。ちなみ に,1936年 現在,同 道 には共同井戸(地 方費補
(65)

助を受 けたもの334個 所を除 く)が7,095個 所 存在 してお り,と の事業 数 だ けで そ

の14%に 該 当 す る。

総 督 府 は,朝 鮮 全体 で72,065の 「部 落 」を対 象 と して 「地 方 改良 に関 す る施
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設状 況 」(1937年5月 現在)を 調 査 して い る。 そ れ は,12項 目にわ た って,そ れ

ら 「施 設 」の有 無 を 「部 落 」 ごとに調 べ る もので あ った。「改良 井 戸 」を有 す る

「部 落 」数 は35,774(50%)に 及 んで お り,他 の11項 目いず れ よ り も高 い数値 と

な って い る。 ち な み に,第2位 は 「国 旗掲 揚 塔 」の33,047,第3位 は 「共 同婚

(66)

葬 用 具」 の31,217で あ った。

江 原道 の場 合,4,681調 査 「部 落 」の うちで 「改良 井 戸 」を有 す るの は1,711

(37%)で あ った。「模 範 井 戸」補 助 事 業 お よ び35年 以 降 の助 成 事 業 が各 「部 落」

ひ とっ ずっ 実施 され た と仮 定 す る と,後 者 の972個 所 だ けで 「改 良井 戸 」 を有

す る 「部 落 」の57%に,前 者 の299個 所(使 用で きるもののみ)と の合計1,271個
くらわ

所 は,「 改良 井 戸 」を 有 す る 「部落 」の74%に 相 当す る こ とにな る。「改 良 井戸 」

の普 及 を促 した政 策,と りわ け1935年 を 前後 す る時期 に各 道 に お いて 採 用 さ

れ て い った共 同井戸 新 設 ・改 修 の た めの助 成 事 業 が効 果 的 で あ った こ とが確 認

で き る。

なお,残 りの26%の 「部 落」 は,行 政 に よ る補 助 や助 成 を受 けず に,村 落 独

自の事業 と して 「改良 井戸 」 の設 置 を行 って い た ことに な る。 行 政 や民 間 団体

に よ る 「啓 蒙 」を契機 と して,あ るい は近 接 す る 「模 範 井戸 」 の影響 を受 けて,

村 落 が独 自に井 戸 の改 良 事 業 に取 り組 む動 きが す で に部 分 的 に存 在 して い た と

考 え られ る。 そ して,35年 に道 によ る助 成 事 業 が開 始 され る こと によ って,そ

の動 きが広範 化 して い った と捉 え て お きた い。

とこ ろで,先 に紹 介 した よ うに,35年 前 後 か ら開始 され た助 成事 業 にお いて

は,資 金 ・資材 や労 働 力 は村 落 内 部 で調達 しな けれ ば な らなか った。 農 村住 民

は,い か な る動 機 付 け に よ って,そ れ らの負 担 を して まで 「改良 井 戸 」の新設 ・

改修 を実行 して いた の で あ ろ うか 。以 下,2点 を指摘 してみ た い。

第 一 に は,「改 良 井戸 」の もつ衛 生 上 の メ リッ トを農村 住 民 が理 解 す るよ うに

な った とい う点 で あ る。 先 に論 じた よ うに,限 定 的 なが らも近代 的 な医療 行為

を経 験 す る機 会 が増 大 して い った こ と,戸 口調 査 な ど防疫 検 査 の被 験者 とな る

機 会 が増 え た こと,そ して行 政 や民 間 団体 に よ って衛 生 に関す る 「啓 蒙 」活 動

が展 開 され た ことに よ って,疾 病 と りわ け伝 染 病 の発 生 原 因 とそ の予 防 法 に っ
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いての科学的知識が,農 村住民 の間に も広 が っていった。か くて,疾 病予 防の

ために 「改良井戸」が不 可欠で あ る ことを,農 村住民 が広 く認識 す るよ うに

な ったのであ る。逆 に,「改良井戸」の普及事業が成果 を挙 げた ことが}30年 代

後 半の農村部 にお いて,衛 生 に関す る知識が広 く共有 され るに至 って いた こと

を例証 して いるとい うことがで きる。

この点 がいわば必要条件 であ ったとすれば,第 二 に,1一 分条件 と して,普 及

事業が具体的 に遂行 された村落 という場が持 っていた機能 について 言及 しなけ

ればな らない。伝染病 は,文 字 どお り 「伝染」 とい う外部性 を有 して いる。 日

常的な面接性 によ って関係づ け られている村落内での人間関係 において,伝 染

病の 「発生 源」 とな ることは,き わあて心理的負担の重 い出来事であ ったで あ

ろう。 それゆえに,衛 生知識の普及 一予防 可能性認識の共有 は,一 面 では村 落

構成員 を して,個 人 レベルでの 日常生活 の 「規律化」 を促す ことにぜ智。 そ し

て他面で は,「発生源」を村落 の領域 か ら排除 しよ うとす る力を発生 させ る。そ

のひ とっの現れが,構 成 員全体 による 「改良井戸」事業であ った とい うことが

C69)

で きるので あ る。

な お,慶 尚 南道 蔚 山近 郊 の あ る村落 を対 象 と した調査(1936年)に よ る と,当

該 村 落 に は飲用 水用 井 戸 が10個 存 在 したが,そ の うち7っ が個 人所 有(朝 鮮人

4,日 本人3),3っ が共 同井 戸 で あ った。 共 同井 戸 の ひ とっ は使 用 され て お ら

ずz他 の2っ は それ ぞ れ 「主 と して 中層次 いで 下層 の使 用 す る」,そ して 「主 と

してF層 農 家 の使 用 に属 して い る」 井 戸 で あ った。 これ らの記 述 か ら,個 人 井

戸 はL層 農 家 が所 有 し,中 下層 農 民 のみ が共 同 井戸 を利 用 して い た と考 え られ

C7o>

る。 こ うい った ケ ー スで は,共 同井 戸 の 改良 に際 して は,そ の受益 者 と費 用 負

担 者 との間 に ズ レが 生 じる こ とに な る。 す な わ ち,経 費 負 担 は上 農 層 ほ ど重

(71)

か った可能性が高いのに対 して,主 た る受益者 は下層農家で あ った ことにな る

のである。

村落上農層 は,他 の階層 と比較 して,近 代的医療機関 の利用経験が多 く,ま

た子弟 を学校 に通学 させている割合 も多か った。 したが って,そ れ らの機会 を

通 じて,近 代的 な衛生医療知識 に接す る度合 いも高か った といえ る。上層農 は,
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その分だ け,自 分へ の伝染を予防す るとい う個人的な動機付 けが強か った と考

え られる。 ただ し,伝 染病 が有す る 「外部性」 ゆえ に,上 層農 のそ うした個人

的利害 と村落 「有志」 としての役割 期待,す なわち村落か ら伝 染病 の発生源 を
(72)

排除するための事業 に積極的 に関与 す ることとは,結 果 と して,矛 盾 な く両立

す ることにな る。村落上層農が共 同井戸 の改良事業 に対す る資金提供 に応えて

い った所以であ る。

お わ り に

植民地期朝鮮農村 にお ける医療制度の特徴 と して第一 に挙 げ るべ きは,近 代

的医療機 関の利用度 の低位 さとい う点で あった。植民地期 を通 じて病院や医師

の数 は増 大 して いったが,そ れ らは主 と して都市部 に配置 され,農 村部 ではそ

れ らの施設 の分布 自体が希薄であ った。

加 えて,大 半 の農村住民 にとって は,近 代的医療機 関での医療費 は,禁 止的

なほどに高額 であ った。総督府 は巡回診療 や施療 とい った手法を採用 したが,

温情主義 の域 を脱す るもので はなか った。農民 を対象 とす る社会保険制度が導

入 され ることはなか ったので ある。農村部 は,物 的に も制度的 に も,近 代的医

療機関か ら疎外 されていた とい うことがで きる。

視点を変 えると,植 民地期 の朝鮮農村 は病院 ・医師 とい う 「規律権力」の装

置 か ら相対的 に自由であ った ことにな る。 とはいえ,朝 鮮農村 が衛生 ・医療分

野 での 「規律権力」総体か ら自由であ ったわ けでは決 して なか った。

主に警察組織 によ って担 われた防疫事業,あ るいは地方行政機関 や民 間団体

によって実施 された衛生 に関す る 「啓蒙 」事業 は,広 く農村部 を も対象 と して

いた。 それ らの事業 に際 して経験 した恐怖や好奇 の感覚,あ るいはそれ らの事

業 を介 して伝達 された科学的知識 は,日 常生活 の 「規律化」 を促 すに充分 なだ

けの動機付 けを農村住民 に与えたので ある。

ところで,病 院 など近代的装 置を介 しての 「規律化」 は,そ の装 置内での経

験 の蓄積 を通 じた無意識の裡 の強制 として作用す る。朝鮮農村で は,そ うした

経験が希薄 なまま,衛 生 ・疾病 に関する感覚 や知識 だけが説得力を持 って浸透
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してい った。 この点 こそが,植 民地的情況 と しての最 も重要 な特徴であ ったと

考 え る。そ してその場合i「規律化」は無意識 の裡 の強制 と してで はな く,む し

ろ個人 レベルで の内省的 な自己啓発,あ るいは家族 や村落 とい う人間関係 を契

機 とす る相互 の啓発 とい うかたちで発現 してゆ くことにな る。

植民 地期に は,社 会進化論 的な発想 に立脚 して,個 々の朝鮮人の 「実力養成」

の総和が朝鮮民族の 「実力養成」 を もた らし,そ れが将来の独 立達成 にっ なが

るとい う戦略 すなわちいわゆ る 「実力養成運動論」が丁民族運動論 のなかで

有力 な一潮流 を形成 していた。 内省的な 自己/相 互啓発 とい う農村住民の心性

は,こ の運動論 と親和的であ った といえ る。逆 に,近 代的医療機関か らの疎外,

衛生 ・医療分野 におけ る感覚や知識 のみ の浸透 とい う農村 での情況 が,「 実力

養成運 動論」が広 く受 け入れ られてゆ く社会的背景 のひ とっ となっていたとい

うこともで きる。

総督 府や地方行政機関 は,村 落 レベルでの こうした 「規律化」の動 きを上 か

ら組織 化す ることによって,農 村部での衛生事業を効率的に推進 してい こうと

した。 共同井戸 の改修事業 に見 られるように,地 方行政機関は,わ ずか なイニ

シャル ・コス トを負担す るだけで朝鮮農村住民 の動員 に 「成功 」したのであ る。
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!41前 掲 『朝鮮 衛生 要覧』124～125頁 を参照
。

(39」前掲 『警 察教科 書』 「衛生警 察」61～78頁 を参 照。

⑳ 前掲 『江原道衛 生 要覧」352～368頁 よ り算 出。

(41)同1二 書,368頁 よ り引用。

(42)東 亜 日報 社 『東 亜 日報索 引』1977年,第1～3巻 の1保 健 ・衛 生」 項 目に もとつ い

て,原 文 に当た った。28年 まで に限定 した積極 的 な理 由は ない。 時 間的 およ び誌 面

上の制 限 に よる。

(43)大 渚面(1924年),桂 南 面(24年),霊 泉面(25年)の3事 例。

㈹(45)以 上,京 畿道 『道地 方費事 業 ノ概 況』1929年,150～152頁,前 掲 『慶 北衛生

の概 要」188～189頁 お よ び前掲 『江原道 衛生 要覧』368～369頁 を参照。

(46)以L,『 東 亜H報 』1922年10月11日 付(黄 海道 の 事例)お よ び同1922年6月17

日付(忠 南の 要例)よ り引用。

幽 小野 芳朗 『〈清 潔 〉の近代』講談 社,1997年,148頁 よ り引川。なお,1922年 の大

阪仁丹 本舗 によ る衛生展 覧会 で は 「梅 毒等諸 般中 毒の病 状 を模形 陳列 」 しよ うと し

た ところ,警 察 署 によ る検 査の結 果 「風俗 を素乱 させ る」ものが あ ることか ら陳列 が

禁 止 され た とい う(「 東 亜 日報』」1922年7月18日 ・7月23日 付 よ り引用)。 性 的関

心 を引 くよ うな展 示品 も少 な くなか ったので あろ う。

㈱ 以上,朴 賛勝 『耐号 モ 州 碧 ヌ1λト甘 λ}唱 子 』 明 斗日}噌 朴,1992年,224～226頁

を参照。

㈲ 表 …8の 事例No,56「 三月会 」 主催 の衛生講 演会 において,新 幹 会幹 部 らか らの

「衛 生 よ り もパ ンを」 とい った意 味 の質 問 が続 出 して講 演 会 が混 乱 に陥 った とい う

(『東 亜 日報』1928年7月31日 付 を参 照)。 「改良 主義」的 なr文 化運動」 を担 った い

わ ゆ る 「民族 主義 右派」とそれ に対 す る 「民族 主義左 派」あ るいは社 会 主義者 の路線

の対 立が,衛 生 問題 に対 す る取 り組 み に も反 映 して い た ことを示唆 す る記事 と して
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興 味深 い。

t50a東 亜 日報 水原支 局主催,水 原面後援 によ る衛生 講演 会(1922年4月21日 付),京

畿 道主 催s利 川郡庁 ・同警 察 署 お よび利 川青年 会後 援 によ る衛生展 覧会 ・活 動写 真

会(1922年10月27日 付),高 原 警察 署 ・ド鉢 面 ・高原 青年 会共催 によ る宣伝 ビラ配

布(1923年6月5日 付)あ るいは慶 尚南道 主催,東 亜 日報分局 および 「当地 青年会 」

後援 によ る活動写 真会(1926年6月25日 付)と い った記事 がそ れであ る。

{51)朴 賛勝前 掲書,242～243頁 を参 照。

t52)同 上書,221頁 よ り引用。

(53)以 上,前 掲 『全 北之衛生 』209～215頁 を参照 。

㈹ 朝鮮総督 府 『朝鮮 の聚 落』 中篇,1933年,173頁 を参照 。

(55)同 上書,168～169頁 を参 照。

t56)朝 鮮総督 府 内務 局社会課 『優 良部落事 績』1930年 を参照。

㈲ 以 上,京 畿 道 前掲 『道地方 費 事業 ノ概 況』147頁,前 掲 『慶北衛 生 の概 要』X82頁

お よび前掲 『江原 道衛生 要覧』55頁 を参照。

{謝 以 上,前 掲 『71:原道衛生 要 覧』333～334頁 を参照 。

{59)前 掲 『慶 北衛生 の概 要』19頁 を参照 。

㈹ 全羅 南道 『農 山漁村振 興事務 便覧』1935年,106～ll2頁 を参 照。

(61}朝 鮮総督 府 『農 山漁 村振興功 績者 名鑑』1937年,15,37,54,118,128,135,173頁 を参

照。

(62}朝 鮮総督 府 『施 政三 十年史」1940年,859頁 よ り引用。

(63)註 ㈹ の7事 例 の なか には,「 部 落民 の拠 金 」(15頁)あ るいは 「共 同 出役」(37頁)

に よ って 「共 同井 戸」 を設 置 した とい う報 告が あ り,事 業内容 の一端 が窺 え る。

働 前掲 『江原道衛 生要 覧』334頁 を参 照。

俗5)同 上 書,57～58頁 を参照 。

X66}以 上,朝 鮮総 督府学 務局社 会教 育課 『朝鮮 社会教 化要 覧」1937年,48～50頁 を参

照。

御 それ ぞれの 事業 内 にお いて も,ま た両事 業間 において も 「部 落」内 での重複 が考 え

られ るので,こ の数値 は過大 評価 の可能性 が高 い。た だ し他方 で は,「 改良井戸 」 に

は共同井 戸 ばか りで は な く個 人用 の井戸 も含 まれ てい る可能 性 が あ りYこ の点 で は

過小 評価 とな って い る可能 性 もあ る。

(68)実 際 に は,個 人 の最 も基本 的 な生 活 単位 で あ る家庭 を場 と して 「規律 化」が進 展 し

て い った と考え られ る。 「は じめ に」 で 言及 した学校 教 育 を契 機 とす る児 童生 徒 の

「規 律化 」 も,家 庭 内で の こ うした変化 と相 ま って初 めて効果 が生 じた,と 捉 えて お

きた い。

(fig)こ の排 除 の力 は,一 旦患 者 が発生 した場 合 にその患 者 自身 を排斥 す る方 向 に作 用

す ることに もな り うる。先述 の 全羅 北道 「模 範衛生 部落」の 「実 行事項 」の ひ とっ と
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して,「 自己部落内ハ勿論 他部落二伝染病患者又ハ獣疫発生 ノ聞込 ア リタル トキハ

速 二最寄駐在所,若 ハ所轄警察署へ内報セ シムルコ ト」(前掲 『全北之衛生」212頁)

と規定 してある。村落構成員の心情を防疫事業 に利用 しようとする当局の意図が窺

える。

(70朝 鮮農村社会衛生調査会編 『朝鮮の農村衛生』岩波書店f1940年,121～123頁 を

参照。 ただ し,江 原道江陵郡の事例(前 掲 『生活状態調査(其 ⊃ 江陵郡』)で は調

査農家30戸 すべてが共同井戸を利用 している。井戸の利用情況 は,地 域によってか

なりの差違が生 じていたようである。

㈲ 全羅北道1模 範衛生部落」の事業に関 しては 「多額 ノ経費 ヲ要 スルモノヲ避ケ…」

と規定 しっっ も 「但 シ篤志家 ノ拠出アル場合ハ此 ノ限 二非 ズ」と付 け加えている。村

落 「有志」 による資金提供が 当初 より想定 されていたのである(前 掲 『全北之衛生』

210頁 を参照)。なお,実 際に,「有志の義掲金」によって共同井戸改修を行 った事例

が報告 されている(前 掲 『優良部落事績』178頁 を参照)。

㈱ 村落 「有志」に関 しては,拙 書 『植民地権力 と朝鮮農民』社会評論社,1998年 を参

照。


